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問１．２０１６年に法律が変わり，

人口の約７０％が投票できるよう

になった。 

○か？×か？ 

知ってる？選挙のこと（問題編） 

問２．投票は１８歳からできるが， 

１８歳になれば立候補もできる。 

○か？×か？ 
 

問３．立候補を受付ける日はどの選 

挙でも１７日前である。 

○か？×か？ 

問４．選挙運動は立候補をした後か

らできるが，街頭演説は朝８時から

夜１０時まで行ってよい。 

○か？×か？ 

 

何問正解できるかな？ 

解答欄 

解答欄 

解答欄 

解答欄 
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答えは解答編にあります 

解説も読んでみてください 

 

                             

問６．開票はそれぞれの投票所で 

行う。 

   ○か？×か？ 

問５．投票用紙は折って投票箱に入 

れてよい。 

○か？×か？ 

 

問７．１８歳になっていなくても， 

選挙期間中にＳＮＳを使って「○○さ

んに投票しよう」と投票を呼びかけを

してもよい。 

○か？×か？ 
 

解答欄 

解答欄 

解答欄 


